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転出児童保護者さまへ転出受付票
※保護者の方は、太枠の中だけ記入して下さい。

　年　　　月　　　日

　年　　　月　　　日

　年　　　月　　　日

年　　　　　　　月　　　　　　　日

児　童　氏　名 生　年　月　日

大和市

年　　　　　　　月　　　　　　　日

大和市立深見小学校長

（注意）
１．実際の転居前に事情により住民票の異動をせざるを得ない場合は、区域外就学許
可の手続きが必要となりますので、事前に必ず担任に連絡してください。
２．就学援助を受給されていて市外に転出される場合は、手続きのやり直しになりま
す。転出先市区町村　・　学校までお問い合わせください。

（１）　転出受付票を担任に提出する。

（２）「在学証明書」・「教科書給与証明書」の交付を受ける。

（３）諸会費（教材費・給食費・ＰＴＡ会費等）の精算については、担任と連絡の上済ま
せる。

（４）大和市役所で転出（住所変更）の手続きをする。

（５）転居先の役所で転入手続き（住民登録）をし、転居先教育委員会で「在学証明
書」（深見小学校発行）を提示し、転居先学校・入学期日の指定を受け、入学通知書
類をもらう。

（６）指定された学校へ行き、入学通知書類（転出先教育委員会発行）、「在学証明
書」・「教科書給与証明書」（深見小学校発行）を提出し、転入学手続きをする。

☆兄弟姉妹がいる場合は、上級学年から記入し各々の担任へ連絡してください。

  転出書類「在学証明書」・「教科書給与証明書」につきましては、　　年　　　月　　　日
に発行しますので、上級学年のお子様よりお受け取り下さい。

転出手続きについて（参考）

年　　　　　　　月　　　　　　　日
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